
令和３年１２月１５日

一部改正：令和３年１２月１６日

補正額
(百万円)

事業内容
担当課
照会先

3,332

972

・同制度の導入にあたり、健康上の理由などによりワクチンを接種でき
ない方などを対象とした無料のＰＣＲ等検査体制を整備
・同制度の適用を希望する認証施設（飲食店）等の事前登録や公表等を
実施

＜無料検査＞
健康福祉部
新型コロナワクチン接
種総合企画課
023-630-2315
＜事前登録＞
防災くらし安心部
新型コロナ対策認証課
023-630-2825

32
鶴岡市立荘内病院に山形県ＰＣＲ自主検査センターを設置し、低廉な検
査料でＰＣＲ検査を実施

健康福祉部
新型コロナワクチン接
種総合企画課
023-630-2315

29

・感染拡大の第６波に備え、一層のオンライン診療導入を促進するため
の環境整備の支援

・自宅療養者等に対する訪問看護への支援
健康福祉部
新型コロナワクチン接
種総合企画課
023-630-2331

3
オミクロン株の国内での確認を踏まえ、山形駅・山形空港・庄内空港に
おいて、12月下旬に実施予定の啓発活動・検温の際に、希望される方々
へ抗原検査キットを配布する取組みを拡充

健康福祉部
新型コロナワクチン接
種総合企画課
023-630-2315

 ④ 年末に帰省される方々等に対する抗原検査キット
　の配布（拡充）

令和３年度１２月補正予算（追加）の概要

１　新型コロナの感染拡大防止及び地域経済活性化への対応

 ① 「ワクチン・検査パッケージ制度※」の導入

 ② 庄内地域への山形県ＰＣＲ自主検査センターの設
　置・運用

 ③ 自宅療養者向けオンライン診療体制の構築への支
　援

※ 事業者（飲食店やイベント主催者等）が、利用者（入店者・入場

者等）のワクチン接種歴または検査結果の陰性のいずれかを確認す

ることにより感染リスクを低減させ、緊急事態宣言やまん延防止等

重点措置等において課される行動制限を緩和するもの

対　象　者
・自宅療養者等への電話診療協力医療機関
・自宅療養者等への訪問看護実施事業者

対象経費等
オンライン診療を行うための環境整備に必要な経費
（１か所あたり上限20万円）

対　象　者 自宅療養者等への訪問看護実施事業者

対象経費等

・対応準備費（25千円／日）
　自宅療養者等へ訪問看護を行う人員の待機費用
・訪問看護実施協力金（30千円／回）
　オンライン診療等の結果、医師の指示を受けて
　訪問看護を実施する場合の協力金



補正額
(百万円)

事業内容
担当課
照会先

883
新型コロナの影響を受けて、休業や失業等により収入が減少した世帯の
資金需要に対応するため、生活福祉資金貸付制度の特例貸付を行うため
の貸付原資の増額（令和４年３月末まで申請期間を延長）

健康福祉部
地域福祉推進課
023-630-2269

3

左記支援金について、令和４年３月末まで申請期間を延長するととも
に、支給対象を生活福祉資金の総合支援資金の再貸付けを受けた者に代
えて、同資金の緊急小口資金及び総合支援資金（初回）を借り終えた者
に拡大し、さらに再支給が可能となることによる支給期間の増加等

健康福祉部
地域福祉推進課
023-630-2334

806

新型コロナの影響により売上げが減少し、経営継続が困難となっている
夜間営業の飲食店等に対する給付金の支給

産業労働部
中小企業・創業支援課
023-630-2393

604

冬季宿泊需要の喚起に向け、やまがた冬割キャンペーン事業を拡充

観光文化スポーツ部
観光復活戦略課
023-630-2486

 ⑤ 生活福祉資金の特例貸付の期間延長への対応

 ⑥ 新型コロナ生活困窮者自立支援金の期間延長等へ
　の対応

 ⑦ 夜間営業の飲食店等に対する飲食業等緊急支援給
　付金

 ⑧ やまがた冬割キャンペーン事業の拡充

対 象 者
夜９時以降も営業する酒類の提供を行う飲食店、酒類卸売
業、カラオケボックス業、洗濯業、労働者派遣業（芸妓・
コンパニオン等）、運転代行業

補 助 額
・１事業者あたり　20万円
・県内で複数店舗を経営する事業者　30万円
　※単独でも従業員数が６名以上の事業者は30万円

補助要件

・令和３年10～12月のいずれかの売上げが前年同月比また
　は前々年同月比で30％以上減少
・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の実施
・今後の事業継続

対象期間 令和４年１月４日～３月10日宿泊分

対象者
（居住地）

県民及び隣接県民（宮城、福島、秋田、新潟）

クーポン

①県内宿泊施設に宿泊する際の割引
　（宿泊旅行代金の1/2、上限５千円／人泊）
②県内観光立寄施設、山形県新型コロナ対策認証飲食店等
　で利用できるクーポン券（２千円／人）
　※約80,000人泊分



補正額
(百万円)

事業内容
担当課
照会先

２　燃油・資材高騰対策緊急支援（第２弾） 21

21

漁業者の経営の安定に向け、燃油及び漁具・資材の価格上昇分を支援

①燃油高騰対策特別支援
　政府の漁業経営セーフティネット構築事業による燃油高騰分への補て
　ん金の対象外となる漁業者負担額の一部を支援
・実施主体：県漁業協同組合、補助率：1/2

②漁具・資材高騰対策特別支援
　漁具・資材が１割以上高騰した場合、価格上昇分の一部を支援
・実施主体：県漁業協同組合、補助率：1/2
　補助対象：漁網、ロープ、テグス、エンジンオイル等の購入・補修費

農林水産部
水産振興課
023-630-3330

　  合   計 3,353

※下線部は改正箇所

　　漁業者の燃油・資材費の負担軽減に対する支援


